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安曇野市自主防災組織防災活動支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自主防災組織が行う防災活動に必要な経費に対し、予算の範囲内で安曇野市自主

防災組織防災活動支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、安曇野市補助金

等交付規則（平成17年安曇野市規則第41号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 自主防災組織 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条の２第２号に規定する自主防

災組織をいう。 

(２) 規約 自主防災組織の名称、目的、構成員等を定めたものをいう。 

(３) 防災計画 自主防災組織の組織編制、活動内容等を定めたものをいう。 

（対象組織） 

第３条 補助金の交付の対象となる自主防災組織は、次の各号のいずれかに該当する組織のうち、自主

防災組織結成届出書（様式第１号）に規約及び防災計画を添付して、市長に提出した組織とする。 

(１) 市内の区を母体とした組織 

(２) 市内の複数の区の連合体を母体とした組織 

(３) 市内の町内会、常会等を母体とする組織で、世帯数がおおむね50以上である組織 

(４) 市内の複数の区、町内会、常会等の連合体を母体とした組織で、世帯数がおおむね50以上であ

る組織 

２ 前項に規定する自主防災組織において、構成員が重複する場合は、後から結成した自主防災組織は

補助金の交付の対象としない。 

（対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業、事業内容及び対象経費は、別表のとおりとする。ただし、国、

県その他の団体から当該対象経費に係る補助金等の交付決定を受けている場合は、対象経費から当該

補助金等の額を控除して得た額を対象経費とする。 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。 

(１) 対象事業ごとに対象経費に２分の１を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てるものとする。）の合計額 

(２) 65万円から既補助金（補助金の交付を受けようとする年度から起算して過去５年度に交付され

た補助金をいう。）を減じて得た額 

（補助金交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織（以下「申請者」という。）は、安曇野市自主防

災組織防災活動支援補助金交付申請書（様式第２号）に次の書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 補助対象事業に係る予算書 

(２) 規約の写し 

(３) 防災計画の写し 

２ 前項に規定する申請は、第４条の対象事業の区分ごとに行うことができる。ただし、同一事業につ

いての申請は、１年度に１回までとする。 

第７条 市長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定

し、安曇野市自主防災組織防災活動支援補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により、申
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請者に通知するものとする。 

（実績報告及び補助金の額の確定） 

第８条 申請者は、事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月31日まで

に、安曇野市補助金等交付規則第10条の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象事業に係る決算書 

(２) 領収書の写し等支払を証する書類 

(３) 防災資機材整備事業を実施した組織にあっては、整備した資機材の写真 

(４) 防災訓練事業、防災啓発事業又は防災資機材維持管理事業を実施した組織にあっては、事業の

成果を証する書類 

(５) その他補助金の確定にあたり市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、関係書類を審査し、補助金の額を確定するものと

する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年10月１日から施行する。 

（適用除外） 

２ この告示は、合併前の穂高町における防災資機材の整備には、この告示の施行の日から平成18年３

月31日までの間、適用しない。 

（特例措置） 

３ 前項の規定によりこの告示が適用されない間の合併前の穂高町の区域における防災資機材の整備に

ついては、穂高町交通防災事業補助金交付要綱（平成10年穂高町告示第40号）の例による。 

附 則（平成18年３月23日告示第49号） 

この告示は、平成18年度の補助金から適用する。 

附 則（平成21年３月９日告示第43号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に、この告示による改正前の安曇野市自主防災組織防災資機材整備補助金交

付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。 

（自主防災組織結成届出書の提出の特例） 

３ この告示の施行の日前に自主防災組織の結成に関する必要書類を提出し、市長が認めた自主防災組

織については、第２条の規定による自主防災組織結成届出書の提出があったものとみなす。 

附 則（平成26年５月20日告示第179号） 

この告示は平成26年５月20日から施行する。 

附 則（平成29年３月24日告示第126号） 

（施行期日） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 



3/3 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（平成28年度以前に交付された補助金の特例） 

２ 当分の間、第４条第２号中「過去５年度に交付された補助金」とあるのは、「過去５年度に交付さ

れた補助金（ただし、平成28年度以前に交付された補助金を除く。）」と読み替えるものとする。 

別表（第４条関係） 

対象事業 事業内容 対象経費 

防災資機材整備事

業 

自主防災組織が、情報伝達、消火、救

出救護、避難、給食給水、水防その他

防災のための資機材を整備する事業 

左記資機材を購入又は貸借により取得

する際に要する経費 

防災訓練事業 自主防災組織が、防災訓練（情報伝達

訓練、避難誘導訓練、初期消火訓練、

応急救護訓練、救出訓練、炊き出し訓

練、資機材操作・点検、消火栓操作訓

練、水防訓練等をいう。）を実施する

事業 

左記事業を実施するために必要な、消

耗品費、印刷製本費、食材料費（加工

を要しないものを除く）、資機材費、

施設や機材等の借上料、外部講師謝

金、損害保険料、手数料 

防災啓発事業 自主防災組織が実施する防災啓発に資

する事業（防災関係資格の取得等を含

む）及び防災資料（支えあいマップ

等）を作成する事業 

左記事業を実施するために必要な、消

耗品費、印刷製本費、資機材費、施設

や機材等の借上料、外部講師謝金、受

講料（教材費等含む）、受験料、資格

の登録料、損害保険料、手数料 

防災資機材維持管

理事業 

自主防災組織が、自身が管理する防災

資機材の修理や保守等維持管理を実施

する事業 

左記事業を実施するために必要な、修

繕費、委託料、消耗品費、燃料代、手

数料 

 


